道路整備の推進及びその財源確保に関する意見書

21世紀を迎え、我が国は、少子高齢化が進展し、投資力の制約が強まる一方で、デフレからの脱却や経済構造の改革、さらには都市の再生など、さまざまな課題に直面している。
このような厳しい社会経済情勢の中、活力ある地域づくりや都市づくりを推進するとともに、地球規模での環境問題に対処し、豊かな国土を造り上げ次世代に引き継ぐためには、国民共通の資産である社会資本の整備を計画的かつ着実に実施していくことが重要であり、とりわけ道路はその中核的役割を担うものである。
また、道路は、国民生活や経済社会活動を支える最も基本的な社会資本であり、その整備は、全国民が長年にわたり熱望しているところであり、国民が真に必要とする社会資本として、道路整備の必要性は一層高まっている。

本市においては、八尾市総合計画に基づき円滑な交通の確保と豊かな公共空間を備えた良好な市街化の形成を図り、安全で快適な日常生活を営むための道路整備を推進しているところである。
我が国の経済状況は、緩やかではあるが改善の兆しが見え始めているというものの、全国の地方自治体ではいまだ財政状況が厳しく、本市においても厳しい財政運営を余儀なくされており、道路整備の実施にあたっては、財源の確保が最も重要な課題となっている。

よって、本市議会は、政府及び国会に対し、道路整備の重要性を深く認識され、下記の措置を講じるよう強く要望する。
記

１　都市の再生や地域の活性化に資する道路整備を強力に推進するため、必要となる財源の確保と都市部への重点的な配分に努めること。

２　都市の再生や活力ある地域づくりを推進するため、交差点部や踏切道の改良などの渋滞対策等の推進、地域間の連携促進を図る道路整備を一層推進すること。

３　沿道の大気汚染や騒音、地球温暖化問題に対応するため、道路環境対策を一層充実すること。

４　バリアフリー、交通安全対策、防災対策など安全で快適な生活環境づくりを推進するための道路整備を一層促進すること。
５　地方の道路財源が十分確保されるよう、地方財政対策を充実すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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